
府中市附属機関等の会議の公開に関する規則

平成13年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、府中市情報公開条例(平成12年9月府中市条例第27号。以下「条例」と

いう。)第32条第2項の規定により、附属機関等の会議の公開について必要な事項を定め

るものとする。

(会議開催の事前公表)

第2条 附属機関等は、会議を開催するに当たって、次の各号に掲げる事項を市広報等で事

前公表するものとする。ただし、緊急に会議が開催されるときは、この限りでない。

(1) 議題

(2) 開催日時

(3) 開催場所

(4) 公開・非公開の別

(5) 傍聴を認める者の定員(会議を公開する場合に限る。)

(6) 傍聴の申込方法(会議を公開する場合に限る。)

(7) その他附属機関等が必要と認める事項

(非公開の決定)

第3条 附属機関等は、当該附属機関等の会議の全部又は一部の非公開を決定することがで

きる。

(会議の傍聴等)

第4条 附属機関等の会議の公開については、会議の傍聴を希望する者に、当該会議の傍聴

を認めることにより行うものとする。

2 前項の場合において、附属機関等は、傍聴を認める者の定員を定めるものとする。

3 会議の傍聴を希望する者が定員を超えるときは、先着順とするものとする。ただし、附

属機関等が必要と認めるときは、抽選によることができる。

4 附属機関等は、会議の公開に当たって、会議が公正かつ円滑に行われるよう、傍聴に係

る手続その他必要な事項を定め、当該会議の開催中における会場の秩序の維持に努めなけ

ればならない。

(会議資料の提供)

第5条 附属機関等の会議が公開されるときは、傍聴者に会議資料を配布するものとする。

資料５



ただし、図面、地図、写真、報告書等で複写又は複製が困難なものについては、会場に備

え、傍聴者の閲覧に供するものとする。

(会議録の作成)

第6条 附属機関等は、会議を開催した場合において、当該会議の会議録を作成しなければ

ならない。

2 前項に規定する会議録には、次の各号に掲げる事項を記録するものとする。

(1) 会議名

(2) 開催日時

(3) 開催場所

(4) 出席した者の氏名

(5) 議題

(6) 公開・非公開の別

(7) 非公開とした理由(会議を非公開とした場合に限る。)

(8) 傍聴者の数(会議を公開した場合に限る。)

(9) 発言の内容

(10) その他附属機関等が必要と認める事項

(会議録の写しの閲覧)

第7条 附属機関等は、会議の会議録の確定後、会議録の写しを閲覧に供するものとする。

(会議の公開の状況報告等)

第8条 附属機関等は、毎年、会議の公開の状況について、会議の公開の状況に関する報告

書(第1号様式)により、市長に報告するものとする。

2 市長は、毎年、附属機関等の会議の公開の状況を取りまとめ、これを公表するものとす

る。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

付 則

この規則は、平成13年4月1日から施行する。


